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平成 31年 3月初日(金曜日) 石川 県公 報 号 外

、， ‘ -“  平成 31年 3 月 29日(金曜日)~‘"・.. --，守邑 号

←・ (第 19 号)

目

規則l
0石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の一部を

改正する規則 (少子化対策監室)

規

次

0石川県立保育専門学園学則の一部を改正する規則
(同

則同三i!!!IE!!!.:ミ細胞記土建総割1F土i 極-rt(d臨E更さ延長事Z~C 1 .活必]部同-rt(d事Z~今~リルJU(-4i号令子。。

併世川十 1j廿111o:r::I1+-Fffi

同三i!!!IEJ長怖 さ年 -14 同 蝋同三~蝦~~時十回目『同三i!!!IE!!!.:2，細胞記盟組担1F土i亜かの撫Bf:華経昼寝~C 1.話会l部ト司令の寝置

2 

同三i!!!IE!!!.:2， ~副駆ギ土建組担1FU mls -r t(d撫Bf:短長累置(盟長 111 +長崎ト尽ミi!!!IE~安置総与]十-F o1や) C 11話会j支~C ム-t '('\U話同がのO
E術総 IG 「|1，350 I IJω 11 670 I IJは恒常'jig:備制司§吾「第24項」州「第25項」以部':f;"jig: *縦士記∞~モト 「配偶者のない者で」会J II配偶者のない女子」及び 「配偶者のない男子J であって、民法(明治29年

法律第89号)の規定に基づき」 己主主交， jig: ~tl-刻。ω剥 :::AJ.... Y 士記∞ C返上i告;s C~小U異吋的。
9 次のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第 1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に

規定する寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から 6月までの聞の利用にあっては、前々

年。(1)から(3)までにおいて同じ。)の所得(同法第313条第 1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金

額の合計額をいう。(1)から(3)までにおいて同じ。)が125万円以下であるときは、市町村民税非課税である者

とみなす。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第

292条第 1項第 9号の扶養親族をしづ 。以下この注 9において同じ。)その他その者と生計をーにする子

(他の者の同一生計配偶者(同項第7号の同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く 。(2)及

び(3)において同じ。)で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下である

ものを有するもの

(2) (1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計をーにす

る子で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有し、かっ

前年の所得が500万円以下であるもの

10 9前段の規定により寡婦又は寡夫とみなされた者であって、 9後段の規定により市町村民税非課税である

者とみなされるもの以外のものについて所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山

林所得金額から26万円 (9 (2)に該当する場合にあっては、 30万円)を控除するものとし、所得税の額を計算

する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(9 (2)に該当する場合にあっては、

35万円)を控除するものとする。

a;*持拡11剥のき岳 「第24項」会J 1第25項J ~ J都宮'jig:制組叩任 「結核予防法」会J 1感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によるJ U恒常， jig: 111者組U室長Qム4m145至吋t(d。

5 次のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第 1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に
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規定する寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から 6月までの聞の利用にあっては、前々

年。(1)から(3)までにおいて同じ。)の所得(同法第313条第 1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金

額の合計額をいう。(1)から(3)までにおいて同じ。)が125万円以下であるときは、市町村民税非課税である者

とみなす。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第

292条第 1項第 9号の扶養親族をし、う 。以下この注 5において同じ。)その他その者と生計をーにする子

(他の者の同一生計配偶者(同項第 7号の同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く 。(2)及

び(3)において同じ。)で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下である

ものを有するもの

(2) (1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かっ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計をーにす

る子で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有し、かっ

前年の所得が500万円以下であるもの

6 5前段の規定により寡婦又は寡夫とみなされた者で、あって、 5後段の規定により市町村民税非課税である

者とみなされるもの以外のものについて所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山

林所得金額から26万円 (5 (2)に該当する場合にあっては、 30万円)を控除するものとし、所得税の額を計算

する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(5 (2)に該当する場合にあっては、

35万円)を控除するものとする。

藍 EIJC蝦~ti' 時世川十 11廿国民 11耳ふ心禦!とかの。時三i!!!K斜里量判Ill: j酢E朴圃朴~C 1 .話会l福岡がの寝置今~リけと1<4 4号令の。
併笹川十 1J廿Illo:r:ll+長田

ト尽ミEまJK1時 ~ 44- 同 蝋同三~~ii軍総十同目r時三i!!!K i;:oI~~lll: l酢E朴園朴歪C I 話会}部同4眠時事望E、健三i!!!K i対立!S:~lll: j昨E朴圃朴~(盟長田十川崎同三i!!!K蝦Eま撚 11 十川中) C 1 .話会l 会~ C .Lt小~部同炉心O~*隠線 1 1(ci去三 C .Lt小~話公的。
別表第 1 (第 5条、第8条関係)

系 多1J 教 科 目

保育の本質・目的に関する科目 保育原理(講義)

教育原理(講義)

子ども家庭福祉(講義)

社会福祉(講義)

子ども家庭支援論(講義)

社会的養護 1 (講義)

保育者論(講義)

保育の対象の理解に関する科目 保育の心理学 (講義)

子ども家庭支援の心理学 (講義)

子どもの理解と援助(演習)

子どもの保健(講義)

子どもの食と栄養(演習)

保育の内容・方法に関する科目 保育の計画と評価(講義)

保育内容総論(演習)

単位数

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 
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健康(演習) 1 

人間関係(演習) 1 

環境(演習) 1 
保育内容演習

言葉 (演習) 1 

音楽表現(演習) O. 5 

造形表現(演習) O. 5 

音楽表現基礎(演習) 1 

造形表現基礎(演習) 1 
保育内容の理解と方法

身体表現基礎(演習) 1 

言語表現(演習) 1 

乳児保育 1 (講義) 2 

乳児保育II (演習) 2 

子どもの健康と安全(演習) 1 

障害児保育(演習) 2 

社会的養護II (演習) 1 

子育て支援(演習) 1 

保育実習 保育実習 1 (実習) 4 

保育実習指導 1 (演習) 2 

総合演習 保育実践演習(演習) 2 â;~持拡 Ilg量判IIl:S' K偽・-\!\土返~mÆ-ri'(d~[JJlS'~モト 会j

社会的養護皿(演習) 1 

音楽 1a (演習) 2 

音楽 1b (演習) 2 

1 音楽IIa (演習)

保育内容の理解と方法 子どもと音楽皿(演習)
土i古並走，Illi:~総是正有1Il:S'~総眠括返S'郎会l亘:0' Illi:制緩や

1 

水泳実習(演習) O. 5 

運動あそび(演習) 1 

保育と地域社会(演習) 1 J!@í~S'官〈モト「保育実践演習 II (講義)J会J I保育実践演習基礎 (講義)J己主主交の。~ ~ 
，....; ))S'$'Z:~:t三'併蛍 111 十 1 J廿gjo::r::l[Il-R心捜!と-ri'(d。

む』 古手同誌SlS'6'芸術総 l同~â;鵬首民 1 1 S'里塁側ti' )) S'$里~S'埋!と S'[Il話器SI~ 戸くが ...J .f}.悔 ~0:;'ν摺匪 ...J' Illi: [Il~~ ~ 1"く朴...J .f}.純 ~0 ニ νti' お~まぎ~~S' is;:~-4 i'(d。
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( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


